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あらまし：大学連携による e-Learning の場合，単独の大学内で実施する場合に比べて，連携大学間の著

作権処理が付加されるため，連携大学間の支援が望まれる．ただし，各大学の体制を含めた著作権処理が

異なることから，画一的な処理手順を規定することが困難である．そこで本研究では，連携大学間で共通

のマニュアル整備を目標とし，愛媛大学分室における著作権処理事例の整理と体系化について検討した． 
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1．はじめに 
平成 24 年度から「四国地区国立 5 大学連携による

知のプラットフォーム形成事業」の中の「四国にお

ける e-Knowledge を基盤とした大学間連携による大

学教育の共同実施（以下，知プラ e）事業」に取組

んでいる．  
知プラ e 事業では，各大学の規程をできるだけ変

更することなく共同実施をすることとしている．例

えば，科目担当教員を各大学の非常勤講師として任

用し，単位互換ではなく，自大学の科目として開講・

単位認定している．また，e-Learning コンテンツを

制作する際，使用される第三者著作物の問題が生じ

るが，大学ごとに第三者著作物への体制が異なって

いるため，画一的な著作権処理手順を規定すること

は難しい． 
一方で，愛媛大学分室では，試験的に，「教員が行

う著作権処理の支援」という形で職員が e-Learning 
コンテンツの利用許諾申請を行い，そのノウハウを

蓄積している．また，教育での e-Learning 活用を検

討している教員向けに，より円滑に活用がされるよ

う，第三者著作物の利用許諾申請に係る「著作権法

の教育の例外規定」と「ネット上で公開されている

自由利用の意思表示のある著作物の探し方」等の留

意事項の周知を行う予定である． 
そこで本研究では，第三者著作物の利用許諾等，

著作権処理を先行的に整備している愛媛大学分室で

の事例を元に，効率的な著作権処理が実施できるよ

う大学連携間共通のマニュアル整備とノウハウの共

有サイトを構築することを目標としている． 
 

2．著作権処理に関わる実施状況 
著者らは，先行研究(1)の中で示される通り，利用

許諾申請の流れを整理した．  
この結果から，著作権処理の効率化を阻害する要

因は，ネットからの出典元検索や教員に書籍の出典

元を確認する作業であることを明らかにした． 
e-Learning コンテンツを開発する際には，対面授

業用に作成したスライドが再利用されることが多い．

開発スタッフが受け取った資料には，作成されたス

ライドのみが提出されることが多く，出典のリスト

が含まれていない場合がある．このような情報不足

には，教員に著作権法の教育の例外規定が念頭にあ

ることも考えられる．事前に出典リストをすべてそ

ろえることができれば，第三者著作物に対する著作

権処理の効率化が大きく図れると考える． 
愛媛大学分室では e-Learning コンテンツを制作す

る中で，科目 A では計 54 件の第三者著作物の許諾

取得を完了させた．科目 B では，90 件以上の第三者

著作物があり，現在著作権処理が進行中である． 
この 2 科目における第三者著作物の利用件数・利

用許諾取得済件数は，表１の通りである．科目 B に

ついては，現在出典元を調査しつつ，許諾申請を始

めたところであるため，大よその件数である． 
 

表１ 第三者著作物の利用件数 

 
第三者著作物（利用許諾取得済）

科目 A 科目 B 
国内 32（32） 45（9） 
英語圏 21（21） 16（1） 
中華圏 1（1） 3（0） 
韓国 － 15（4） 
ロシア － 11（0） 
合計 54（54） 90（14） 
 
許諾申請をする前に，差替え可能なデータがない

か調査しているが，その際は，表 2 の通りネット上

で公開されている自由利用の意思表示である

Creative Commons license (2)のマークがあるデータを
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使用している．今回韓国の著作物に対して著作権処

理を開始して分かったことであるが，韓国も独自に

Korea Open Government License (3)を導入しており，こ

の公式ウェブサイトで公開している公共著作物は，

5,221,417 件（2016 年 6 月現在）であった．  
 

表２ 自由利用の意思表示 

利用方法 
Creative 

Commons 
license 

Korea Open 
Government 

License 

自由利
用マーク

①表示 
   

 
 

②表示‐非営利 
  

③表示‐継承 
  

④表示‐非営利 
‐継承 

  

⑤表示 
‐改変禁止 

  

⑥表示‐非営利 
‐改変禁止 

  

 
 日本では，文化庁(4)が複製，障害者向け，及び．

学校教育に限定して著作物の自由利用を意思表示す

る「自由利用マーク」を制定している．ただし，韓

国のように公式ウェブサイトで利用対象となる著作

物を公開していないため，普及状況は不明である． 
 
3．著作権処理の効率化のための対策 
最近では，各大学のウェブページ上で e-Learning 

コンテンツでの第三者著作物の取扱いに対する記述

が目に留まるようになった．例えば，北海道大学(5)

は「コンテンツに他者の著作物を引用する際の注意

事項」を掲載しており，九州大学(6)では，Q01 で簡

単なチャートを用い，「①他人の著作物を使用してい

ますか？－YES，②例外規定に該当しますか？－NO，

著作権者から許諾を得ましょう！」と利用許諾を勧

める記述がある． 
これらは，著作権処理の効率化だけが直接の目的

ではないだろうが，愛媛大学においては，著作権処

理における土台作りとして，第三者著作物の取扱い

方法の周知は，効率化に向けて有効な対策と考えら

れる．  
 

3.1 愛媛大学における第三者著作物の著作権処理規

程の整備と課題 

愛媛大学において，平成 27 年 9 月に『愛媛大学教

材著作権取扱規程』が制定され，その中で第三者著

作物に対しても触れられている．教職員は第三者著

作物に対して対応する必要が生じている．規程の中

で，その対象教材について「本学の教育課程におい

て用いられる一切の著作物のうち，（省略），その存

在形式を問わない．」と対面授業と e-Learning に分

けて明記しておらず，第三者著作物に対して「職員

等は，本学に対し，次の各号に掲げる事項を保証す

る．」としており，e-Learning の場合は，更に注意が

必要と考えられる． 
本制度が制定されてからまだ間もないこともあり，

この内容が周知された上で e-Learning コンテンツ制

作が行われることが求められている． 
 

3.2 規程と著作権法の周知への取組 

全学での取組となるが，『愛媛大学教材著作権取扱

規程』の再周知と共に，1．著作権法の教育の例外規

定が e-Learning では適応外であること，2．ネット

上で公開されている自由利用の意思表示のある著作

物の探し方について，3．第三者著作物の利用許諾申

請の必要性等についての通知をする提案を行った．

現在上記第三者著作物の取扱い方法等の周知に向け

たパンフレット作成の準備を始めている． 
上記について，大学連携 e-Learning 教育支援セン

ター四国のウェブページ上での周知も視野に入れ，

各大学の情報整理を行うことを検討している． 
 

4．まとめ 
著者らは，先行研究(1)であげた 4 つの課題を検証・

解決するために，①著者自身がさらに著作権法につ

いての知識を高め，様々なケースに即時対応できる

ようになり，その情報を連携大学の職員間で共有す

る．そしてこれまでの活動を整理し，②大学連携共

通マニュアル作成に取り掛かる．③利用許諾申請相

手国の言語と英語での申請の許諾取得状況を比べ，

必要に応じて多言語でのマニュアルを作成する．④

第三者著作物の取扱い方法等のパンフレットを教員

向けに作成・配布する予定である． 
なお，6 月 3 日に開催されたセンター四国企画委

員会において，5 大学共通の著作権処理マニュアル

を整備することが審議了承された．本研究の成果を

5 大学連携教育にも役立てる予定である． 
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